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INFORMATION INFORMATION

９
月
20
日
（
日
）
〜
26
日
（
土
）

『
動
物
愛
護
週
間
』

　
『
動
物
愛
護
週
間
』
は
動
物
を
愛
す
る
気

持
ち
と
、
ペ
ッ
ト
な
ど
の
正
し
い
飼
い
方
に

つ
い
て
広
く
皆
さ
ん
に
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
に
決
め
ら
れ
た
週
間
で

す
。
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
る
方
も
そ
う
で
な

い
方
も
、
こ
れ
を
機
会
に
身
近
な
動
物
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

■
動
物
愛
護
パ
ネ
ル
展

９
月
19
日
（
土
）
〜
25
日
（
金
）

お
び
ひ
ろ
動
物
園
内
こ
ど
も
会
館
（
帯
広

市
緑
ヶ
丘
２
番
地
）

内
容
▽
動
物
愛
護
の
現
状
、
譲
渡
し
た
犬
猫

の
写
真
展
示

■
動
物
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

９
月
13
日
（
日
）
13
時
〜
15
時

十
勝
総
合
振
興
局
北
側
駐
車
場
内
（
帯
広

市
東
３
条
南
３
条
南
３
丁
目
）

内
容
▽
盲
導
犬
体
験
、ふ
れ
あ
い
小
動
物
園
、

獣
医
師
体
験
、
動
物
愛
護
パ
ネ
ル
展
示

十
勝
総
合
振
興
局
保
健
環
境
部
環
境
生

活
課
（
動
物
管
理
）
☎
０
１
５
５
（
26
）

９
０
３
１

町
内
全
家
屋
の
現
況
調
査
を
行

い
ま
す

　

町
で
は
、
税
の
公
平
と
均
衡
の
保
持
の
た

め
、
町
内
の
全
家
屋
に
つ
い
て
現
況
調
査
を

実
施
し
ま
す
。

　

未
登
録
家
屋
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
家
屋

評
価
も
行
い
ま
す
。

　

住
民
課
税
務
担
当
職
員
が
、
建
物
の
敷
地

内
に
立
ち
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
当
日
は
立
ち
会
う
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

調
査
期
間
▽
９
月
７
日（
月
）〜
11
月
27
日（
金
）

調
査
地
区
▽
町
内
全
域

調
査
対
象
家
屋
▽
住
宅
、
車
庫
、
倉
庫
、
店
舗
、

事
務
所
、
畜
舎
等
町
内
に
建
築
さ
れ
て
い
る
全
家
屋

役
場
住
民
課
資
産
税
係
☎
（
574
）
２
２
１
３

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
購
入
に

助
成
し
ま
す

　

住
宅
の
寝
室
等
へ
の
火
災
警
報
装
置
の
設

置
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
町
で
は
、

町
民
税
非
課
税
で
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら

し
の
方
に
、
購
入
費
の
一
部
（
購
入
金
額
の

２
分
の
１
、３
千
円
を
上
限
と
す
る
）
を
助

成
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
役
場
福
祉
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金

昨
年
4
月
に
消
費
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
所
得
の
低
い
方
々
へ
の
負

担
を
考
慮
し
、
暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と

し
て
「
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
」
の

支
給
を
実
施
し
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】

平
成
27
年
1
月
1
日
時
点
で
豊
頃
町
に
住

民
票
が
あ
り
平
成
27
年
度
分
町
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
（
非
課
税
の

方
）。
た
だ
し
、
町
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い

る
人
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
方
や
生
活
保
護

制
度
の
被
保
護
者
は
除
か
れ
ま
す
。

【
支
給
額
】

対
象
者
1
人
に
つ
き
、
６
０
０
０
円　
　

【
申
請
受
付
期
間
】

平
成
27
年
8
月
24
日
（
月
）

〜
平
成
27
年
11
月
24
日
（
火
）

※
土
曜
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
。　
　

【
申
請
受
付
場
所
】　

役
場
福
祉
課
窓
口
・
大
津
支
所

【
持
ち
物
】　

・
印
鑑
・
運
転
免
許
証
又
は
健
康
保
険
証

　
　
（
本
人
確
認
の
た
め
）

・
預
貯
金
通
帳
（
振
込
口
座
確
認
の
た
め
）

【
留
意
事
項
】

○
住
民
税
未
申
告
の
方
は
申
告
書
の
提
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

○
ご
高
齢
の
方
な
ど
で
町
外
に
お
子
さ
ん
等

が
お
住
ま
い
の
場
合
、
ご
本
人
が
気
づ
か

れ
な
い
ま
ま
、
税
の
扶
養
控
除
を
受
け
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申
請
前
に
、
お

子
さ
ん
等
に
扶
養
控
除
を
受
け
て
い
る
か

ど
う
か
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。（
課
税

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
を
取

れ
た
場
合
は
給
付
金
を
返
還
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。　

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

巡
回
児
童
相
談

　

帯
広
児
童
相
談
所
の
児
童
福
祉
司
や
心
理

判
定
員
が
不
安
や
悩
み
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
「
言
葉
の
発
達
が
遅
い
」
「
友
達
と
遊

べ
な
い
」
「
家
庭
内
暴
力
」
「
不
登
校
」
な

ど
、
児
童
に
関
す
る
相
談
を
受
付
け
て
ま
す

の
で
お
気
軽
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

９
月
30
日
（
水
）
９
時
〜

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ

９
月
８
日
（
火
）
ま
で
に
こ
と
ば
の
教
室

☎
（
574
）
３
９
３
２
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

家
畜
商
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ

平
成
27
年
度
家
畜
商
講
習
会
が
次
の
と
お

り
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
27
年
11
月
25
日
（
水
）
〜
26
（
木
）

午
前
８
時
50
分
〜

北
海
道
庁
別
館
地
下
１
階
大
会
議
室

（
札
幌
市
中
央
区
北
３
条
西
７
丁
目
）

家
畜
の
取
引
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
方

３
５
５
０
円

９
月
18
日
（
金
）
ま
で
に
、
役
場
産
業
課

畜
産
係
（
☎
（
574
）
２
２
１
７
）
へ
電
話
等

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

運
転
免
許
更
新
時
講
習

　

９
月
は
、
豊
頃
町
で
は
講
習
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
。次
回
の
講
習
予
定
は
、10
月
15
日（
木
）

で
す
。

詳
細
▽
豊
頃
町
で
行
わ
れ
る
講
習
月
は
偶

数
月
▽
種
別
は「
優
良
」（
13
時
15
分
〜
）、「
違

反
」（
14
時
15
分
〜
）
の
み
▽
「
一
般
」
ま

た
は
「
初
回
」
を
受
講
さ
れ
る
方
は
、
池
田

会
場
等
で
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

公
安
委
員
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
切
替
通
知

書
に
よ
り
、
池
田
警
察
署
で
切
替
手
続
き
を

終
了
さ
れ
た
方

■参考～町外実施会場
会　　場 日　　時

池田会場
（西部地域コミセン）

池田町字利別東町 12−11
☎（579）2138

9 月 8 日（火）
10 月 6 日（火）

違反10:00優良13:00
一般13:40

初回14:50（10 月のみ）

浦幌会場
（中央公民館）
浦幌町字桜町15番地5
☎（576）3095

9 月 4 日（金）
優良13:30違反14:30

注）十勝池田警察署管内

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

『
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所
』

と
『
法
務
局
な
る
ほ
ど
講
座
』
を
開
設

10
月
４
日
（
日
）

釧
路
地
方
法
務
局
帯
広
支
局
（
帯
広
市
東

５
条
南
９
丁
目
１
番
地
１
）

無
料

■
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所

時
間
▽
10
時
〜
15
時

予
約
優
先

相
談
内
容
▽
土
地
・
家
屋
に
関
す
る
登
記
、

会
社
・
法
人
に
関
す
る
登
記
▽
土
地
の
測
量
、

隣
地
と
の
境
界
紛
争
、
給
与
の
差
押
え
に
お

け
る
供
託
▽
い
じ
め
、
虐
待
、
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク

ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
の
人
権
に
関
す
る

問
題
▽
認
知
症
高
齢
者
等
の
権
利
擁
護
を
図

る
成
年
後
見
制
度
▽
離
婚
、
養
子
縁
組
な
ど

の
困
り
ご
と
▽
遺
言
や
遺
産
相
続
に
関
す
る

困
り
ご
と

相
談
員
▽
法
務
局
職
員
、
司
法
書
士
、
土
地

家
屋
調
査
士
、
公
証
人
、
人
権
擁
護
委
員

■
法
務
局
な
る
ほ
ど
講
座

テ
ー
マ
▽
公
証
人
に
よ
る
「
遺
言
に
つ
い
て
」

時
間
▽
10
時
〜
11
時
30
分

事
前
予
約
制
（
９
月
30
日
締
切
）

24
名釧

路
地
方
法
務
局
帯
広
支
局
☎

０
１
５
５
（
24
）
５
８
２
３

全
国
一
斉
『
高
齢
者
・
障
が
い
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談
』
強
化
週
間

■
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
人
権
あ
ん
し
ん
電
話
相
談

　

高
齢
者
・
障
が
い
者
に
対
す
る
虐
待
等
の

人
権
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
事
柄
の
性
質

上
、
周
囲
の
目
に
付
き
に
く
い
と
こ
ろ
で
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
重
大
な
結
果
に

至
っ
て
か
ら
発
覚
す
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、

次
の
期
間
を
全
国
一
斉
の
強
化
週
間
と
し
、

電
話
に
よ
る
相
談
時
間
を
延
長
し
て
対
応
し

ま
す
。

　

一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

電
話
▽
☎
０
５
７
０（
003
）１
１
０（
全
国
共
通
）

期
間
▽
９
月
７
日
（
月
）
〜
13
日
（
日
）

時
間
▽
平
日
＝
８
時
30
分
〜
19
時

　
　

▽
土
・
日
、
祝
日
＝
10
時
〜
17
時

相
談
担
当
者
▽
釧
路
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

所
属
の
人
権
擁
護
委
員
等

釧
路
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
☎
０
１
５
４

（
31
）
５
０
１
４

消
費
者
生
活
相
談

　

身
に
覚
え
の
な
い
架
空
請
求
や
悪
質
な
訪

問
販
売
、
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
相
談
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

９
月
18
日
（
金
）
11
時
〜
12
時

役
場
１
階
会
議
室

相
談
員
▽
上
村
正
子
氏

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

『
交
通
事
故
死
ス
ト
ッ
プ
十
勝
百

日
作
戦
』
を
実
施
し
ま
す

9
月
か
ら
11
月
ま
で
の
3
か
月
間
、『
交

通
事
故
死
ス
ト
ッ
プ
十
勝
百
日
作
戦
』
を
実

施
し
ま
す
。

ま
た
、
9
月
21
日
（
月
）
〜
30
日
（
水
）

は
『
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
』
期
間
で
も

あ
り
、
同
時
に
30
日
（
水
）
は
『
交
通
事
故

死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
』
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
秋
の
行
楽
シ
ー
ズ
ン

に
よ
る
交
通
量
の
増
加
、
各
種
産
業
の
追
込
み

期
に
よ
る
貨
物
輸
送
需
要
の
急
増
等
に
よ
り
交

通
事
故
が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

悲
惨
な
死
亡
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
、
常
に

「
お
も
い
や
り
」と「
ゆ
ず
り
あ
い
」の
心
を
持
っ

て
安
全
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

「
と
よ
こ
ろ
消
費
生
活
塾
」

受
講
者
募
集

高
額
な
振
り
込
め
詐
欺
や
商
品
の
不
適
切

な
表
示
な
ど
消
費
生
活
に
関
す
る
様
々
な
問

題
が
発
生
す
る
中
、消
費
生
活
の
分
野
に
関
し

て
、必
要
な
基
礎
知
識
や
最
新
の
情
報
を
テ
ー

マ
と
し
た
講
座
を
開
催
し
ま
す
の
で
、関
心
の

あ
る
方
は
、お
気
軽
に
受
講
く
だ
さ
い
。

９
月
18
日
（
金
）
13
時
30
分
〜
15
時

※
毎
月
１
回
実
施
予
定

役
場
１
階
会
議
室

テ
ー
マ
▽
消
費
者
力
ア
ッ
プ
・
資
格
に
挑

戦
！

講
師
▽
上
村
正
子
氏

若
干
名

無
料

前
日
ま
で
に
役
場
住
民
課
生
活
環
境
係

（
☎
（
574
）
２
２
１
３
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
※
次
回
は
10
月
23
日
（
金
）
、
テ
ー
マ

「
電
力
の
自
由
化
を
考
え
る
」

広
報
と
よ
こ
ろ

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
生
活
・
環
境
▽
税
金
▽
そ
の
他

広
報
と
よ
こ
ろ

社
協
だ
よ
り

▽
生
活
・
環
境

役
場
だ
よ
り


